
平成１４年（行ケ）第４２号　審決取消請求事件（平成１４年５月２１日口頭弁論
終結）
                      判　　　　決
　　　　　原　　　　　　告　　　Ａ
　　　　　訴訟代理人弁護士　　　神  戸  正　雄
　　　　　同　　　　弁理士　　　恩　田　博　宣
　　　　　同　　　　弁理士　　　小　林　徳　夫
　　　　　同　　　　弁理士　　　中　島　恭　久
　　　　　同　　　　弁理士　　　恩　田　　　誠
　　　　　同　　　　弁理士　　　桑　垣　　　衛
　　　　　被　　　　　　告      シャープ産業株式会社
      　  訴訟代理人弁理士　　　清　水　久　義
　　　　　同　　　　　　　　　　高　田　健　市
　　　　　同　　　　　　　　　　小　林　正　樹
　　　　　訴訟代理人弁護士　　　上　田　　　隆
　　　　　同　　　　　　　　　　下　垣　邦　彦
　　　　　同　　　　　　　　　　下　垣　和　久
 
                    　主　　　　文
　　　　原告の請求を棄却する。
        訴訟費用は原告の負担とする。

                      事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　特許庁が無効２０００－３５１９７号事件について平成１３年１２月１０日
にした審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
　２　被告
      主文と同旨

第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、意匠に係る物品を「メガホン」とする登録第９５５０８２号意匠（平成
６年４月２５日登録出願、同８年３月１２日設定登録。以下、「本件登録意匠」と
いう。）の意匠権者である。
　被告は、平成１２年４月１２日、本件登録意匠につき無効審判を請求した。特許
庁は、この請求を無効２０００－３５１９７号事件として審理し、同１３年１２月
１０日、「登録第９５５０８２号の登録を無効とする。」との審決をし、その謄本
を同年１２月２０日原告に送達した。
　２　審決の理由の要旨
　審決は、別紙審決の理由写し（以下「審決書」という。）のとおり、本件登録意
匠（審決書添付の別紙第一参照）は、甲第１７号証（審判甲第１２号証）に記載さ
れた甲号意匠（審決書添付の別紙第二参照）と意匠に係る物品が一致し、甲号意匠
と類似する意匠であるから、意匠法３条１項３号に該当し、同法４８条１項１号の
規定により登録を無効とすべきものであると判断した。

第３　原告の主張（審決取消事由）
　１　証拠についての認定の誤り
　審決は、甲号意匠が掲載されている甲第１７号証の雑誌「福岡ダイエーホーク
ス，１９９１，ＦＡＮ　ＢＯＯＫ」の紙面（１６８頁）が本件登録意匠の出願前に
頒布されたものであるか否かが明らかでないのに、甲号意匠が本件登録意匠の出願
前に頒布された刊行物に記載された公知意匠であると認定した。かかる認定は許さ
れない。
　２　甲号意匠の認定の誤り
　甲第１７号証の１６８頁に⑫として表された「ホークス　Ｖメガホン」は、製品
を斜めに撮影した写真であるため、製品の外形形状のほぼ半分程度しか写っておら
ず、製品の反対側の形状や内面の形状、細部の形状は把握することができない。



　それにもかかわらず、審決が上記写真に表れた意匠（甲号意匠）を、写真からは
把握ができない形状も含めて把握したことは誤りであり、甲号意匠の誤った認定に
基づいて両意匠を対比して、次のとおり一致点及び差異点を認定していることも誤
りである（甲第１７号証の写真から把握することができない形態に下線を付して示
す。）。
　　［共通点］
　　　基本的構成態様（以下、本件登録意匠の正面図を正面視として対比する。）
において、全体を、略縦長円錐台状の拡声部の上部に短い倒略円錐台状の歌口部を
形成し、その中央位置で左右対称に縦分割した２つの筒状の部材から成り、拡声部
側を合わせた状態において歌口部をＶ字状に拡開している点。
　　　また、その各部の具体的態様について、
　　①正面視、拡声部と歌口部の長さ比を、略４：１とし、その境界のくびれ部に
おいて、互いに逆向きくの字状に屈折し、この屈折部の対抗部が互いに枢着されて
いる点、
　　②拡声部の左右各部材の対向面には、中間仕切壁が設けられている点、
　　③拡声部の下端より外周面に、４条の線状リブが周方向に設けられている点、
　　④拡声部の上方寄り外周面、及び歌口部の略全外周面に、多数条の細かい線状
リブをいずれも周方向に形成している点、
　　⑤正面視、拡声部外周面の中央縦分割線寄りの左右に、上下に余地を残して３
条の細い線状リブを、メガホンの軸線方向に形成している点。
　　［差異点］
　　　拡声部の中間仕切壁において、本件登録意匠は、各部材の略中央から下方に
扁平略台形状の凹陥面部が設けられ、また、その中間仕切壁の下端縁に、扁平な略
コの字状の切欠部を形成しているのに対して、甲号意匠の写真からはそれらの形態
が不明である点。
　３　両意匠の対比判断の誤り　
　審決は、前記基本的構成態様が、両意匠の骨格を形成し、両意匠の大部分を占め
るところであり、類否判断の支配的要素であると認定しているが、本件意匠登録出
願前に、実公平３－２０８７９号公報（甲第３１号証）の第１ないし第３図に記載
された意匠が公知意匠として存在していたから、上記基本的構成態様は意匠の要部
ではなく、各部の具体的構成態様が意匠の要部である。
　審決には、本件登録意匠の要部認定を誤り、ひいては甲号意匠との類否判断を誤
った違法がある。
　４　手続の瑕疵
　審判手続においては、平成１３年８月１０日に、被告（審判請求人）から特許庁
に対して、原告（審判被請求人）の答弁書に対する弁駁書（甲第３０号証）が提出
されていたにもかかわらず、特許庁は、この弁駁書を原告に送付することなく、審
理を終結し（審理終結通知の発送日平成１３年１１月２２日）、審決の日（平成１
３年１２月１０日）よりも後に（平成１３年１２月１１日発送）原告に対して弁駁
書を送付した。そのため、原告は、被告の弁駁書に対する意見を述べる機会を失っ
た。かかる手続は、原告に対する求意見手続を欠くものであって、違法である。

第４　被告の反論の要点
  １　証拠の認定の誤りに対して
　審決は、甲第１７号証（審判甲第１２号証）が福岡ダイエーホークス球団のファ
ン向けに発行され一般に広く販売されたことが明らかな雑誌であることに鑑み、そ
の雑誌に記載された発行日（１９９１年３月１日）に頒布されたものと推認して公
知資料であることを認定したものであるから、その認定に何ら誤りはない。
　２　甲号意匠の認定の誤りに対して
　甲第１７号証の⑫の写真に表された物品は「Ｖメガホン」であるから、看者は、
メガホンに通有の基本的形態として、略縦長円錐台状の拡声部の上部に短い倒略円
錐台状の歌口部を形成したものであることを観念する。そして、競技の応援用に使
用される「Ｖ型」であることから、軸線方向の中央位置で左右対象に縦分割した２
つの筒状の部材からなり、両部材の歌口部を合わせたときには拡声部がＶ字形に開
き、外拡声部を手で打ち合わせることにより打撃音を生じさせて、拍子木を打ち鳴
らすごとくに応援時に好都合に使用し得るものであることを観念する。
　このような観念をもって写真を見る者は、写真で見えない部分も含めて、甲号意
匠を審決が認定したとおりの基本的構成態様及び具体的構成態様を有するものとし



て感得する。ましてや、上記基本的構成態様及び具体的構成態様を有する応援用の
「Ｖメガホン」は、甲第１７号証の頒布前に既に広く知られていたのであるから、
看者が甲第１７号証の写真から審決認定のとおりの基本的及び具体的構成態様を把
握することは明白である。
　したがって、審決における甲号意匠の認定及びこれに基づく両意匠の一致点、差
異点の認定に何ら誤りはない。
　３　両意匠の対比（類否判断）の誤りに対して
　甲第３１号証の図面に記載された意匠が公知であることは原告指摘のとおりであ
るが、意匠の骨格が審決の認定のとおりであることに変わりはない。審決における
両意匠の対比の判断に誤りはない。
　４　手続の瑕疵に対して
　審判手続における必要的求意見手続は、審判請求書の送達による被請求人の答弁
書の提出までであり、それ以降の反論等は何ら必要的手続とされているものではな
い（意匠法５２条の準用する特許法１３４条１項）。また、本件審判手続において
請求人（被告）が提出した弁駁書は、審判請求書で主張した無効事由及びそれを証
明するための立証の範囲を超える主張、立証を行っているものではなく、被請求人
（原告）の答弁書に対する反論をしたにすぎないものであって、この弁駁書に対す
る求意見手続は必要性を欠くものである。したがって、審判の手続に原告の主張す
るような手続上の不備による違法はない。
　
第５　当裁判所の判断
　１　本件意匠及び甲号意匠
　（１）　本件登録意匠は、意匠に係る物品を「メガホン」とし、その形態を別紙
審決の理由写しの別紙第一のとおりとするものである。
　（２）　甲第１７号証（乙第８号証）によれば、「福岡ダイエーホークス　１９
９１　ＦＡＮＢＯＯＫ」と題する雑誌の１６８頁には、「福岡ダイエーホークス　
ＣＨＡＲＡＣＴＥＲ　ＧＯＯＤＳ」の大見出しの下に、ダイエーホークスのファン
向けの各種キャラクターグッズ（球団旗、ハッピ、応援棒、メガホン、野球帽、う

ちわ等）の品目が①から までの番号と売価を付して記載され、その品目「⑫ホー
クスＶメガホン　￥６１８」に対応するメガホンの写真（同頁下段中央の写真⑫）
が掲載されていることが認められる。
　審決は、上記「ホークスＶメガホン」の写真（写真⑫）に表れたメガホンの意匠
を甲号意匠と認定したものである（審決の理由写しの別紙第二参照）。
　２　甲号意匠の公知性について
　甲第１７号証は、その表紙頁に記された題号「福岡ダイエーホークス　１９９１
　ＦＡＮＢＯＯＫ」、記事見出し及び売価（２１０円）からみて、福岡ダイエーホ
ークスのファン向けに発行、頒布された雑誌であることが明らかであり、その発行
日は、背表紙に「福岡ダイエーホークスのファンブック’９１年版　１９９１年３
月１日発行　編集・製作－（株）福岡ダイエーホークス」と記載されているところ
から、１９９１年（平成３年）３月１日ころであり、そのころ一般に頒布されたも
のであると推認される。この推認を覆すに足りる証拠はない。
　原告は、審決取消事由の１として、「ホークスＶメガホン」が掲載された紙面
（第１６８頁）が真に１９９１年３月１日に頒布されたものであるか否かが明らか
でないと主張するが、上記紙面が甲第１７号証の雑誌の一部であることは明らかで
あり、また、同誌が１９９１年（平成３年）３月１日ころに発行され一般に頒布さ
れたと認められることは上記のとおりである。
　したがって、甲号意匠は、本件意匠登録出願（平成６年４月２５日）の約３年前
に国内において頒布された刊行物に記載された意匠と認められる。
　甲号意匠の公知性が立証されていないとの原告の主張は、理由がない。
　３　甲号意匠の形態について
　（１）甲第１７号証（乙第８号証）の１６８頁の写真⑫によれば、同写真に表れ
たメガホンの形態は、審決が両意匠の［共通点］（審決書５頁下から５行～６頁１
３行）として認定したとおりの基本的構成態様及び具体的構成態様のものと認めら
れる。　
　（２）原告は、審決取消事由の２として、写真⑫は、製品を斜めに撮影した写真
であるため、製品の外形形状のほぼ半分程度しか写っていないので、製品の反対側
の形状や内面の形状、細部の形状は把握することができないと主張し、写真から把



握ができない形状の例として、①基本的構成態様において、メガホン全体が略長円
錐台状の拡声部や歌口部からなる点、及び２つの筒状部材からなる点、具体的構成
態様において、②メガホンの拡声部の対向面に中間仕切壁が設けられているとする
点、③ないし⑤拡声部や歌口部の外周面に線状リブが設けられている点、を挙げ
る。
　しかしながら、写真⑫がメガホンの写真であることを念頭において観察すると
き、このメガホン全体が略長円錐台状の拡声部や歌口部を形成したものであること
は一見して明白であり、また、写真のメガホンにおいては歌口部から拡声部に続く
軸線方向に看取される線を中心として上側が緑色、下側がオレンジ色の部材に分割
されていることが明瞭に看取されるから、このものが色の異なる２つの筒状部材か
ら成り、拡声部の対向面には中間仕切壁が存在するであろうと理解されることも明
らかである。なお、甲第１７号証（乙第８号証）の６頁には、Ｖメガホンが実際の
応援に使用されているところを撮影した写真が掲載されており、このＶメガホンが
緑色とオレンジ色の２つの筒状部材を合わせた形態のものであることが分かる。こ
の同じ雑誌に掲載されたＶメガホンの写真の存在も考慮すると、写真⑫を見た者は
直ちに２色の２つの筒状部材からなるメガホンを感得するということができるので
あって、審決がメガホンの全体形状（前記①及び、②の中間仕切壁の存在）につい
てした認定に誤りはないというべきである。
　また、審決が認定した線状リブ（前記③ないし⑤）も、写真⑫から看取し得るも
のと認められる。
　そして、原告が、写真⑫から看取し得ないとして主張するその他の具体的形状
は、審決中に本件登録意匠と甲号意匠の［差異点］（審決書６頁１４行～１９行）
として摘示されているところであるから、審決の甲号意匠の認定に誤りはなく、ま
た、審決における両意匠の共通点及び相違点の認定にも誤りはないというべきであ
る。　したがって、審決における甲号意匠の認定並びに両意匠の共通点及び相違点
の認定に誤りがあるという原告の主張は、理由がない。
　４　対比（類否判断）の誤りについて
　（１）本件登録意匠と甲号意匠とを全体観察により対比すると、前者は、一見し
て、甲号意匠とほとんど同一といって程度の強い類似性を有しているものと認めら
れ、両意匠の主な相違点は、写真⑫に表われていないメガホン内部の中央仕切壁の
形状に存するにすぎないことが認められる。この中央仕切壁は、メガホンの内側に
あって、特に注目される部位ということはできないうえ、本件登録意匠における中
央仕切壁の形状に格別の創意があるとも認められないから、その形態に差異がある
としても、その差異が看者に与える印象が両意匠に共通する構成からくる類似感を
凌駕するものとは言い難く、両意匠の類否判断を左右する程のものではない。
　よって、審決が意匠を類似する意匠と認定したことに誤りは認められない。
　（２）原告は、審決取消事由の３として、審決が両意匠の類否判断における支配
的要素であるとした基本的構成態様に係る形態は、本件意匠登録出願前に公知とな
っていたから、上記形態は両意匠の類否判断における支配的要素（要部）とはなり
えず、両意匠の要部は上記公知の形態以外の具体的構成態様にあるところ、審決は
要部認定を誤り、類否判断を誤った旨主張する。
　しかし、意匠の類否判断において、公知の形態が考慮されるのは、その形態が当
該物品におけるありふれた形態であれば看者の注意を惹くことのない場合があると
いう限りでのことにすぎず、公知の形態であるというだけの理由でその形態が意匠
の要部たり得ないことになるわけではない。意匠の類否は、意匠を全体観察するこ
とによって得られる美感の共通性を基本に判断されるべきものであるから、公知の
形態であっても、それが意匠の要部たり得る場合はあるというべきである。原告の
主張は採用することができない。
　５　手続の瑕疵について
　原告は、審決取消事由の４として、審判請求人の弁駁書に対する意見を述べる機
会が与えられなかった旨主張する。一般的には、審判被請求人が審判請求書に対す
る答弁書を提出して反論した後であっても、さらに審判請求人から弁駁書が提出さ
れたときには、これを遅滞なく、審判被請求人に送付し、これに対する反論の機会
を事実上保障することは、手続的公正という観点からすると、確かに望ましいとい
うことはできるが、常に反論の機会を与えなければならないものではなく、その機
会を与えなかったことをもって直ちに違法とまでいうことはできない。そして、甲
第４号証、甲第３０号証及び弁論の全趣旨によれば、本件審判手続においては、被
告（審判請求人）の審判請求書に対し、原告（審判被請求人）は、平成１２年６月



３０日付け及び同年１０月１０日付けの二通の答弁書を提出して被告の主張を争
い、本訴におけると同様の主張をし、これに対し被告は、平成１３年８月１０日付
けの弁駁書を提出し、原告の答弁書に対する反論を記載しているのであって、格別
新たな主張立証について記載しているものではないことが認められる。そうする
と、被告の弁駁書に対し、原告に反論の機会が与えられなかったことをも
っては、審決を取り消すべきほどの手続上の瑕疵があったとすることはできない。
原告の主張は採用することができない。
  ６　結論
　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。よっ
て原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
　東京高等裁判所第１８民事部
　　

　　　　　裁判長裁判官　   永　　　井　　　紀　　　昭
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